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令和 7 年度 第 2 回医師国保通常組合会令和 7 年度 第 2 回医師国保通常組合会
と　き　令和 8 年 2 月 19 日（木）15：00 ～ 15：35と　き　令和 8 年 2 月 19 日（木）15：00 ～ 15：35

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室

Ⅰ　開会
　事務長、出席議員の確認を行い、議員定数31名、
出席議員 21 名で定足数に達しており、会議が成
立する旨報告。

Ⅱ　理事長挨拶
加藤理事長　本日は、ご多忙の中、お集まりいた
だき、ありがとうございます。
　今回は、令和 8 年度事業計画・予算等について、
また、令和 8 年 4 月に開始される「子ども ･ 子育
て支援金制度」に伴い、18 歳以上の国民には新
たに保険料が付加されることとなりましたので、
皆様には慎重なご審議をよろしくお願いいたしま
す。
　さて、健康保険に関する国全体の問題として、
人口の高齢化に伴う後期高齢者医療支援金負担の
増大や、高額医薬品による医療費の増大などが挙
げられます。
　また、国庫補助金の見直し等、国の政策の影響
を受けながら運営努力が求められています。
　さらに、「勤労者皆保険」の構築という国の構
想により、国保組合加入者が協会けんぽへ流れ、

加入者の減少につながる可能性もありますので、
組合員数の確保、組織強化が必要となっておりま
す。
　なお、開業されている方が法人化される場合は、

「適用除外」という手続きをしなければ、制度上、
協会けんぽに異動しなければなりません。
　新規開業時も、医師国保への加入を周知しなけ
れば、社労士の方などが協会けんぽを勧めること
がありますので、合わせて周知のご協力を、よろ
しくお願いいたします。
　そして、大学院生などで、勤務先の健康保険に
加入できない場合は市町村国保に入ることになり
ますが、医師国保に入る方がメリットは大きくな
りますので、加入促進もぜひお願いしたいと思い
ます。その際、刷新いたしました「医師国保のし
おり」を、ご活用いただきたいと思います。
　保険者としてのあり方もさまざまな対応が求め
られる状況ですが、執行部一同、今後とも健全で
効率的な組織運営に努めてまいります。
　引き続き先生方のご指導、ご支援のほどよろし
くお願い申し上げます。
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Ⅲ　議事録署名議員指名
　小林議長、議事録署名議員を次のとおり指名。
		  飴山　　晶　議員
		  山下　秀治　議員

Ⅳ　議案審議
承認第 1 号　令和 8 年度山口県医師国民健康保
険組合法令遵守（コンプライアンス）のための
実践計画について

沖中副理事長　平成 22 年より、国から法令遵守
の体制整備が求められ、本組合では、平成 23 年
2 月の組合会で、規約改正及び基本方針の策定を
議決していただいた。
　この基本方針の中で、「毎年度、理事会において、
具体的な実践計画を策定し、組合会の承認を得る
こと」と規定しており、本年 1 月 22 日開催の第
16 回理事会で令和 8 年度の実践計画を策定した
ので、報告する。
　｢1　法令遵守マニュアルの策定 ｣ では、組織
体制を規定している。
　｢2　法令遵守に関する指導 ･ 研修 ｣ では、理事
会の際にマニュアル等の確認等による研修を行っ

ている。
　｢3　法令遵守のための管理 ｣ については、担
当職員の業務のあり方について記載している。
　｢4　個人情報保護の強化 ｣ では、個人情報
の取扱いにおける安全管理について記載し、｢5
法令遵守関連情報の組織的な把握等 ｣、及び、
｢6　不祥事故への対応体制 ｣ では、役職員の役
割等と報告 ･ 調査体制を定めている。

　以上の実践計画に基づき、役職員ともに、国民
健康保険法 ･ 番号法などの関係法令に沿って、厳
正に業務運営を行ってまいる。
　ご承認いただくよう、よろしくお願い申し上げ
る。

議案第 1 号　山口県医師国民健康保険組合規約
の一部改正について

　令和 8 年度より、少子化対策の一環として、
子育て支援の財源を安定的に確保するため、医療
保険制度を活用した「子ども・子育て支援金制度」
が開始されることとなった。
　支援金は、国を通じて子育て支援施策として保
育、教育等に充当され、令和 8 年度では国全体
で約 6,000 億円の費用を医療保険者全体で賄う
ことが決定している。
　その支援金は、医療保険者が賦課・徴収を行う
こととなるため、18 歳以上の被保険者より、新
たな保険料として加算されることとなる。
　その額であるが、令和 8 年度に国へ納める見
込み額を元に、負担を最小限に抑えるよう算出し
たところ、18 歳以上の被保険者一律で月額 600
円となった。
　この算出においては、令和 7 年 12 月 11 日開
催の定款等検討委員会の答申を元に、12 月 18
日開催の理事会で協議している。
　また、国への納付額は、令和 8 年度から 10 年
度の 3 年間に渡って増加することも制度上決定
しており、8 年度は 6,000 億円であるが、令和 9
年度では約 8,000 億円、令和 10 年度には約 1 兆
円もの費用を医療保険者全体で賄うこととなって
いる。
　このため、今回の議決事項同様、令和 9 年度 ･
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10 年度においても規約の一部改正によって、保
険料徴収額を決定していただく必要がある。
　来年度以降の賦課額については、国の定める納
付額と収支状況をもとに、皆様の負担を最小限に
抑えるよう、慎重に協議するので、引き続き先生
方のご理解とご協力をお願い申し上げる。

議案第 2 号　令和 8 年度山口県医師国民健康保
険組合事業計画について

　1.「保険給付」は、本組合の主体的事業であり、
疾病や負傷に対する療養の給付のほかに、療養費 ･
高額療養費等の各種給付事業を実施する。
　2.「保健事業」では、医療費通知や後発医薬品
差額通知の事業を含めた全事業、すべて継続して
いる。
　3.「広報活動」では、毎年 4 月に発行している「医
師国保のしおり」を中心に、保険給付 ･ 保健事業
に関する情報をわかりやすくお伝えできるよう、
情報提供のあり方を随時見直し、早急に反映でき
る体制を整える。
　4.｢ 未就学児世帯支援」、5.｢ 産前産後支援」では、
国の事業継続により、引き続き、該当者への助成
を行う。
　6.「月別事業計画」では、理事会 ･ 組合会、及び、
諸会議等について記載している。
　以上で、令和 8 年度事業計画の説明を終わる。

議案第 3 号　令和 8 年度山口県医師国民健康保
険組合歳入歳出予算について

　令和 7 年度決算見込みでは、歳出の第Ⅲ款「保
険給付費」において、歳出見込額が予算を約 1
億 5 千万円下回っている。
　理由としては、令和 5 年度に療養費等の大幅
な上昇がみられたため、その上昇率を元に予算を
編成したものの、結果として受診件数及び療養給
付費が大きく減少したこと、また、高額医療も例
年に比べ件数が少なかったためである。
　令和 7 年度の差引残高の見込みは 3 億 4,625
万円となり、これを新年度予算への繰越金として
計上する。
　また、子ども子育て支援金を除いた従来から
の保険料は据え置きとして、新年度の予算編成を
行っている。

＜歳入＞
　被保険者数の年次別推移でであるが、現在、
75 歳到達者の広域連合への移行、また、協会
けんぽへの異動等により、全国の国保組合におい
て大幅な被保険者の減少が続いている。
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令和 8 年度歳入歳出予算
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　コロナ禍が収まり始めた令和 6 年度より新規
開業者や勤務医の加入が増えつつあるが、全体数
としては、本組合においても全国と同様、減少が
続いている。
　これを受け、第Ⅰ款「国民健康保険料」は、新
年度の被保険者見込み数を基に 9 億 1,052 万 5
千円を計上しているが、被保険者数の減少により、
前年度に対し 1,598 万円の減となっている。
　先ほどの「子ども ･ 子育て支援金制度」による
保険料収入項目を新設しており、18 歳以上の被
保険者 1 人あたり月額 600 円で、約 1,963 万の
見込みとなる。
　第Ⅱ款「国庫支出金」の「第 2 項　国庫補助金」
は、医療費通知等の経費、及び、各種システム負
担金、また、「未就学児を持つ世帯」等への財政
支援に対する補助金を計上している。
　また、「子ども ･ 子育て支援制度」に対する補助
金として、約 100 万円を見込んでいる。
　なお、令和 6 年度より療養給付費が減少して
いることから、その給付額に対する補助金も減少
と見込まれ、951 万円の減となっている。
　第Ⅲ款「前期高齢者交付金」は、65 歳から 74
歳の前期高齢者偏在による各保険者の財政負担の
不均衡を是正する制度で、前期高齢者加入率が全
保険者平均を下回る保険者は納付金を納め、平均
を上回る保険者には交付金が交付される制度であ
る。
　本組合では、今回 3 年目の交付対象となり、
3,206 万増の 6,950 万 9 千円が交付される見込
みとなるが、本組合被保険者の高齢化が進んでい
ることを示すものでもある。
　第Ⅳ款「出産育児交付金」は、出産育児一時金
の財源の一部が交付されるもので、43 万 8 千円
を見込んでいる。
　第Ⅴ款「共同事業交付金」は、過去 3 年間の
高額医療費を基に交付される共同事業となるが、
令和 6 年度 ･7 年度は高額医療費が減少したため、
その交付金も 3,445 万 5 千円減少している。
　第Ⅵ款「財産収入」は、特別積立金等の利息と
して 1 万円計上している。
　第Ⅶ款「繰入金」は、1 千円の科目存置となっ
ている。

　第Ⅷ款「繰越金」は、令和 7 年度の差引残高
見込み額の 3 億 4,625 万 4 千円となっている。
　第Ⅸ款「諸収入」は、令和 8 年度における還
付金等の見込みがないため、科目存置としている。
　以上、歳入の合計は、前年度より約 5.5%、8,413
万 8 千円減の 14 億 4,427 万 9 千円となっている。

＜歳出＞
　第Ⅰ款「組合会費」は、理事会 ･ 監事会の旅費
等によるものである。
　第Ⅱ款「総務費」では、人件費を始め、諸会議
及び各種業務における諸経費等を計上している。
　なお、制度改正による大規模なシステム改修は
予定されていないため、前年度より 865 万 2 千
円の減となっている。
　第Ⅲ款「保険給付費」は、歳出全体の約半分を
占める 7 億 7,272 万 4 千円を計上し、前年度と
ほぼ同様の予算措置としている。
　第Ⅳ款「後期高齢者支援金等」、第Ⅴ款「前期
高齢者納付金等」、第Ⅵ款「介護納付金」、そして
新設となる第Ⅶ款「子ども子育て支援納付金」は、
厚労省が示した算定手順によって納付予算額を算
出している。
　第Ⅳ款と第Ⅵ款で大きく納付額は減ったもの
の、新設の第Ⅶ款「子ども子育て支援納付金」が
2,002 万 1 千円の見込みとなるため、これらの
納付合計額は前年度より130万6千円の増となっ
ている。
　第Ⅷ款「流行初期医療確保拠出金等」は、感染
症発生・まん延時における保健・医療提供体制の
整備を目的とした、「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律（いわゆる『感染
症法』）」等の改正において、公費と保険者で費用
負担するものであるが、流行初期医療確保措置が
実施された際に徴収されることから、予算の計上
は不要とされており、科目存置として 2 千円の
み計上している。
　第Ⅸ款「共同事業拠出金等」の「第 1 項　共
同事業拠出金」は、高額医療費共同事業に対する
拠出金で、国からこの事業を委託されている全国
国保組合協会に支払う額となる。
　過去 3 年間の高額医療費をもとに算出される
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が、令和 5･6 年度の決算額が例年より減少して
いたため、8 年度における拠出額は昨年度より
1,526 万 3 千円の減と見込んでいる。
　第Ⅹ款「保健事業費」では、健康診断、ウォー
キング大会等の各種保健事業の諸費用、及び、業
務協力分として郡市医師会への助成金を計上して
いる。
　第Ⅺ款「積立金」では、本組合が保有する積立
金として ｢ 特別積立金 ｣ で 1 億 7 千万円、｢ 給付
費等支払準備金 ｣ で 1 億 600 万円となる。
　また、それぞれに法定積立として、定められた
算定方式による額を保有することが義務づけられ
ている。
　よって、保有額から法定積立額を差し引いた額
は、取り崩し可能額となるが、2 つの積立合計で、
約 8,086 万円が取り崩し可能となっている。
　第Ⅻ款「公債費」は、科目存置である。
　第 款「諸支出金」は、国の補助事業となる、
未就学児世帯と産前産後世帯の支援分、及び前期
高齢者納付金分補助金返還等となる。
　最後に、歳入歳出を調整した結果、第 款「予
備費」として、前年度より 6,484 万 1 千円減の
1 億 4,563 万 7 千円を計上している。
　以上、令和 8 年度歳入歳出予算の説明を終わる。

採決
　議長、全議案について順次採決を行い、議員
の挙手多数により原案どおり可決された。以上を
もって議案の審議がすべて終了した。

Ⅴ　閉会の挨拶
加藤理事長　皆様、慎重なご審議ありがとうござ
いました。
　皆様が健康であまり病気にかかっておられない
ため、国保連合会の資料によりますと、本組合の
医療費は市町村国保など他の組合と比べて非常に
低くなっており、結果的に、この数年間は保険料
の引き上げを行わずに済んでおります。
　また、本組合の取組みとして「ウォーキング大
会」を開催しておりますが、健康維持のために歩
くことは非常に重要ですので、本大会にも、ぜひ
たくさんのご参加をいただきたいと思います。
　本日は、誠にありがとうございました。


